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発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 

事務局長 

（赤坂千敏君） 

 

 おはようございます。 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

澤上委員長 

 

 おはようございます。 

 ただいまの出席委員数は１３人です。 

 定足数に達しておりますので、直ちに決算特別委員会を開会いたします。 

 なお、日野口和子委員は欠席であります。 

 また、西舘秀雄委員、西館芳信委員は遅れてくるとの連絡がありました。 

 

 （開会時刻 午前１０時００分） 

 

澤上委員長  本委員会に付託されました認定第１号から認定第８号までの８認定議案のう

ち、昨日は認定第１号、令和２年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定につい

ての歳出第７款までの審査が終わっています。よって、本日は、認定第１号、令

和２年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定についての歳出第８款からの審

査を行うことになります。 

 ここで、商工観光課長より、平野委員からの質疑について答弁漏れがあり、答

弁したいとの申入れがありましたので、これを許します。 

 商工観光課長。 

 

商工観光課長 

（柏崎和紀君） 

 おはようございます。それでは、お時間をいただきまして、昨日、平野委員か

らご質問のありました出稼ぎ者の人数についてお答えさせていただきたいと思

います。 

 出稼ぎ手帳の交付事務を行っている三沢公共職業安定所、ハローワーク三沢に

確認をしたところ、現在、出稼ぎ手帳を発行しているおいらせ町民は５名とのこ

とでございました。また、それ以外の例えば手帳の申請をせずに出稼ぎをしてい

る方の人数については把握をしていないということでございました。 

 その場でお答えできずに大変申し訳ございませんでした。 

 

澤上委員長  これより議事に入ります。 

 それでは、第８款土木費から第９款消防費までについての質疑を受けます。１

０９ページから１２１ページまでとなります。 
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 質疑ありませんか。 

 馬場委員。 

 

馬場正治委員  ３番馬場です。１０９ページ、第８款土木費第１項土木……。失礼しました。

ページ数は１２１ページ、教育費。まだ入っていないか。いや、土木費でした。

ごめんなさい。それで、土木費の１２２ページでした、申し訳ないです。第９款

か。消防費だ、ごめんなさい。ちょっとページ数をめくるのを間違えて。 

 第９款消防費の第１項消防費の１２２ページなのですけれども、第４目の無線

放送施設費。（「１２２ページは１０款だ」の声あり）違いますよ。よくご覧いた

だければ。１２２ページの実は上のほうにまだ消防費が入っているんですよ。そ

れで、消防無線保守点検委託料というのが備考欄にありまして、５６６万１，０

００円、これは１２節の委託料の中の１つなのですけれども、これについてお聞

きしたいと思いますけれども、昨日来、四国地方は線状降水帯によって非常な豪

雨に見舞われて各河川が氾濫しております。最近、年に何度も日本各地でこうい

った自然災害が発生しているわけですよ。幸い、我がおいらせ町はこういった自

然災害はほとんどない。３．１１の津波被害を除けば、こう考えてみると、明治

大津波以来、人命に関わるような災害は発生していないわけです。それが住みた

い町、住み心地ナンバーワンになった１つの理由でもあるそうです、アンケート

の結果ですね。 

 子育て政策、それから交通アクセス、いろいろその理由が挙げられております

けれども、さて、当町の奥入瀬川、日本人なら誰でも、知らない人はいない奥入

瀬川ですけれども、この我が町の恵みのもとである奥入瀬川がどれぐらい水位が

上がれば、当町として避難準備を、放送をかけるのか。なおかつ、今は避難勧告

がなくなりましたので、一発で避難指示になるわけですけれども、どの水位まで

上がれば避難指示をかけるのか、ご説明いただきたいと思います。 

 

澤上委員長  それ１点でよろしいですか。（「ここの部分はそれ１点でよいです」の声あり） 

 まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。 

 奥入瀬川の水位で警戒水位基準というものを設けてございます。水位が３．５

メーターになると水防団の待機、３．８メーターになると氾濫注意、６．９にな

ると避難判断、７．３になると氾濫危険ということで基準がございますので、大

体氾濫注意の３．８を超えて避難判断の６．９に近づくあたりで、避難が必要か

どうか、そのあたりを見極めることになります。以上です。 
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澤上委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  これで２回目になっちゃうんだな。答弁が不足しているんじゃないですか。避

難指示について説明していない。どれぐらい洪水になったら、増水したら避難指

示をかけるのかと聞いたんですよ。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。 

 そのときの雨の降り方にもよります。先ほど申し上げましたが、奥入瀬川の場

合は、避難判断が６．９メーターになってございますので、それが１つの目安に

なろうかと思ってございます。 

 

澤上委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  説明が一般町民向けでないですね。私は議員だから、議員向けに答弁されてい

ると思いますけれども、それでも分からない。どこぐらいまで上がればいいの。

上がればかけるの。その何.何メーターとか、私たちはそういう目盛りを見ている

わけじゃないんですよ。具体的に答弁してください。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 何ていいましょう、奥入瀬川の水位計がございまして、そちらを当課で確認を

いたします。それから、県の河川防災システムでも水位計を測るものがあります

ので、それらを見ながらこちらで避難指示を出すことになります。 

 町民の方は河川に近づくと危険でありますので、河川に近づくことなく町から

の避難指示で動いていただくことになります。以上です。 

 

澤上委員長  町民向けということなので、例えば土手のあれから１メートル下ぐらいのと

か、そういう言葉のほうが分かりやすくていいのかな。 

 まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 大変すみません。分かりやすいような表現の仕方をちょっと考えて、後日お答

えいたします。失礼します。 

 

馬場正治委員  今日中にはいただけないの。部下に言って調べさせればいいんじゃないです
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か。後日では、議会が終わってからでは、私は不満ですよ。議事録にも載らない

でしょう。今のは２回目じゃありませんからね、委員長。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 本日中にお答えいたします。（「了解です」の声あり） 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  おはようございます。私から、主要施策の成果のページで質問させていただき

ます。１０２ページのところ、消防費ですけれども、主な経費と消防団員の出動

回数の関係でちょっとお伺いさせていただきます。 

 団員出動手当が今年度は２１５万４，０００円、前年度が４７２万９，０００

円となっておりまして、出動回数から見れば、火災は去年は１２件、前年度は９

件、この３件の違いでこの約２００万円以上の減額、差があるのですけれども、

こんなに３回で２００万円も減額になるのか。このうち報酬の出動手当の差異と

いうのは、これは何なのか。ちょっと私、あれ、こんなに違うのかなということ

ですから、そこをお知らせをいただきたいと思います。 

 それから、もう１点ですけれども、１０５ページのところで、自主防災組織等

の訓練の実施状況がついています。私は、自主防災組織、ほとんどの町内会が組

織されておりますけれども、この組織、構成員の年齢がどのぐらいになっている

のか。多分、平均年齢は相当高いのではないかと私は思うのですけれども、私の

町内会を見ても、ほとんどが６０以上の方が占めております。そういうときに、

その防災組織の構成員がいろんな形で指示を出したり、災害時に機能発揮すると

いうことは、なかなか容易ではないなという思いがあります。 

 そこで、他の事例を見ますと、この防災組織の下部組織的な形で、高校生とか

そういうのも取り入れて、災害時に、有事に際して、この行動をできるような補

完的な形でやっているところがあります。私はなるほどなと思うんですよ。自分

たちがその組織の一員になっても、私は若い人に比べれば半分しか行動力がない

と思いますよ。そういうのからいいますと、高校生とか中学生でも、例えばスポ

ーツをやっている人なんかは、高齢者の人を背負って歩くのなんて簡単だと思う

んですよ。自分たちもそういう高齢者を、高齢者が高齢者を背負うというのはち

ょっと不可能に近いわけですから、やはりこういう、ただ訓練をするだけじゃな

くて、有事に際しての、どうやったらその地域で対応できるかという部分を、や
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はりもっと見直しをすべきじゃないかと。地域に合った、そういう防災の対応の

仕方、そういうのを考えていくべきだと思うのですけれども、そういう将来に対

する見直しの考えがないのか。ひとつ考え方を確認をしたいと思います。 

 それと、１０６ページのところですけれども、避難所における、その対策物、

物品が購入されております。これを活用するということは、相当の基準からいっ

て、広いスペースでないと対応できないなという思いもあります。町内にある避

難所ですと、例えば体温計とかそういうのはいいと思うのですけれども、段ボー

ルベッドとかそういうのは多分、その搬入をすることによって避難の収容人員も

限られてきますし、地区の避難所に対して、このコロナ対策で避難する場合、ど

ういう１つの基準があるのか、これをお聞かせいただきたいと思います。 

 あと、１つ、ちょっとここを見て感じたのですけれども、下のほう、東日本大

震災関係で②番の大震災復興推進基金があるのですけれども、令和元年度末残高

が４，３００万円、令和２年度の取崩し、その２年度末で３，６００万円。中身

を見ますと、災害用備品とか利子補給、実際にこの東日本、災害で復興する内容

に全てがマッチしているのかなという、見れば私、疑問を感じるのがあるのです

けれども、この基金はなくするための、こういう使い道をしているのか。基金の

目的からして、１０７ページのところにもありますけれども、これはもう復興交

付金の場合はゼロになっています。この復興推進基金というのは、将来的にゼロ

にするために、本来行政で、行政経費で賄うべきものも、この基金で充当して使

っているんじゃないかと、私は気がするのですけれども、この考え方、基金の運

用の仕方、これについてお伺いしたいと思います。 

 それと、ここの令和２年度積立額がゼロで預金利子がゼロということですけれ

ども、この残高が４，３００万円あるのに対して、利子がついていないのかどう

か。これはどこにこの４，３００万円の残高の利子が、全然ゼロでないとは思う

のですけれども、扱いがどうなっているのか。これもお伺いしたいと思います。

以上です。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。ちょっと質問が多岐にわたりましたので、答弁漏れがあり

ましたら追加でお答えしたいと思います。 

 まず、１点目が、主要施策の１０２ページの団員出動手当の差異のところでご

ざいます。ここは委員おっしゃるとおり、消防団員が様々活動、出動した際の費

用弁償になるわけなのですが、確かに火災出動等はもちろんその支給の対象にな

ります。それ以外にも様々な訓練であったり、出初め式、それから観閲式、それ
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からパレード、そういった活動にも費用弁償が発生しております。昨年度におき

ましてはコロナ禍でありましたので、そういった密になる活動等は中止となって

おりましたので、その分が例年より減っている形になっております。差異として

大体二百五、六十万円ぐらい減額になっている理由が、それが主なものでありま

す。 

 それから、２点目が自主防災組織の関係でございます。町内に様々、自主防災

組織がありますが、それらの構成員とか平均年齢等は当課で把握してございませ

ん。申し訳ありません。ただ、委員おっしゃるとおり、それぞれの組織、地域の

自主防災組織等で、有事の際に様々な活動をしていただくときに、確かに高年齢

化していることも課題の１つだと捉えてございます。 

 他の自治体でも、若い人の関わり方も出ている事例もこちらで把握してござい

ますので、そういった委員の意見も参考にしながら、自主防災組織で取り入れら

れるものであれば、そういったものを働きかけていきたいと思っています。 

 いずれにしても、自主防災組織の自主ということがありますので、あまり町が

積極的にこう、ああせい、こうせいとこう、何ですかね、口出しできない部分も

ありますので、その辺はうまくバランスを取りながらやっていきたいと思ってご

ざいます。 

 ３点目、避難所における物資の関係であります。確かに１０６ページのところ

に上に、様々な避難所対策用の備蓄品を購入してございます。特に段ボール製の

ベッドであったりパーテーションは、かなりかさばるものでございます。 

 避難所の考え方でありますが、避難所はそもそも緊急避難場所と、それから避

難所と、二通りございます。緊急避難場所というのは、とにかく命を、自分の命

を守るために第一義的に逃げる場所であります。その後に避難場所に行って、自

分の住む家とかが流された場合、ある一定期間、生活する必要があった場合に、

避難場所で一定期間避難しながら生活を送ることになります。 

 先ほど言った段ボールのベッドとかパーテーションは、その後者の避難所で設

置していくことになります。よって、ある程度のスペースが必要、スペースがあ

るところということで、体育館等を想定してございます。 

 それから、復興推進基金の関係ですね。ちょうど１０６ページの下になります

が、実は東日本大震災復興推進基金と１０７ページの復興交付金と二種類ござい

ます。復興推進基金につきましては、東日本大震災後に国・県、それから住民の

方々から様々寄附金を頂いたものが原資となっております。 

 一方、１０７ページの東日本大震災復興交付金は、国から復興のために充てる、

国から頂く交付金ということになりますので、使い方もそれぞれ別でございま

す。 
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 それで、話が戻りますが、復興推進基金につきましては、原資が寄附金等にな

ります。それで、基金の対象事業も基金の条例で決まっておりますので、その中

で該当する事業ということで、ここに掲げているものに充てているものになりま

す。 

 それから、１０６ページの下の復興推進基金の寄附金、預金利子がゼロ円、ゼ

ロ、１，０００円ということになっていますが、１，０００円未満でありますの

でゼロとなってございます。正確な数字につきましては、決算書の３６ページ、

歳入の利子及び配当金のところに、東日本大震災復興推進基金利子４４４円とあ

りますが、それが正確な数字でございます。以上です。 

 

澤上委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  今説明を聞いて、防災組織については見直しを検討、参考にしていきたいとい

うこと、それから件数からいって、前年度、そうすると訓練とかああいうのは全

て出動手当が支給されるということで理解をしますけれども、実際に前年度と比

較して１１件が減っているのですけれども、幾らコロナによっても、１１件で二

百何万円も違うのかなと、金額的にですよ。例えば４４件、前年度が出動して、

４７２万９，０００円ですけれども、今年度は３３件、その出動回数があって、

２１５万４，０００円だけですよね。ちゃんと比較してみても、件数当たりで割

ったら、これで本当に正しいのかなという。もっと違う部分があるんじゃないか

ということで、この違い、差異はもう１回ちゃんと説明してくださいよ。私はち

ょっと理解できないなと思います。 

 それから、１０６ページのところでは、確かに１次避難、それから避難所に移

動する、そういう形になっていますけれども、例えば水害でもそうですけれども、

１か所だけ被害を受けるわけじゃないですよね。水害の場合で奥入瀬川が氾濫し

たら、緊急避難の１次避難所というのは、数か所が開設されると思いますけれど

も、そこから移動するということは、落ち着いてから移動することになるわけで、

じゃあこのうちに帰れない、そういう人方がこの避難所にどういうふうにして移

動していくかということもあるんですよ。 

 だから、私は、うちの町内もそうですけれども、今は非常に高齢者、９０歳以

上というのは結構いるんですよ。そうすれば、そこのところの緊急避難所のとこ

ろまでは来るのだけれども、そこから移動させるのに大変なわけですよね。この

辺、この施設、設備される様々な部分というのは、本当に仮の避難所で対応する

ことが可能なのか。私はちょっとこう、本当にこれでいいのかなという思いがあ

るのですけれども、実際そうなってみればどうにもならないということで、ちょ
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っと理解はできないのですけれども、しようがないなと思います。 

 それと、ちょっとさっき確認するの忘れたのですけれども、無線放送設備です

けれども、ここのところ、チャイムについては佐々木委員が確認していますから

いいのですけれども、この防災無線の、何ていいますか、地域的に区切って放送

が前はできたのですけれども、今はできないのか。たしか機種が統一されて、利

用の仕方というのは大分容易になったなという思いがあったのですけれども、前

は１本のパンザマストに、スピーカーがあるところにマイクを持っていってそこ

に差して、そこで放送ができたのですけれども、それが今機械が変わってできな

いような気がしていますけれども、やはりそういう応用があれば、例えば町内会

とかそういう部分で緊急的な放送をしたいとかそういう場合は、私は非常にいろ

んな意味で利用価値が高まっていいんじゃないかと思っていたのですけれども、

今度はそういうのができなくて、例えばブロック放送とかそういうのもできな

い。こういう区切った放送ができないのか、ここをお聞きしたいと思います。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 まず、費用弁償、出動手当の関係からお答えいたします。先ほどの答弁でも申

し上げましたが、コロナ禍の関係で様々な活動が自粛してできなくて、その分費

用弁償が、歳出が減ったというご説明をいたしました。火災出動等であれば、限

られた分団、各分団でも全員出るわけではなくて、３人であったり４人であった

り、そういった少数でありますが、パレードとか、それから観閲式、そういった

ものになりますと、ほとんどの団員が出ることになりますので、かなりの費用弁

償の支出ということになります。それらがほぼなくなっただけでも、この分の削

減につながっているものであります。 

 参考まで、昨年度中止したものでいいますと、春の春季訓練、中止いたしまし

た。礼式訓練も中止しております。観閲式、それから百石まつり、秋祭り等でも

警戒で出ておりますが、それらもなしになりました。それから、出初め式も中止

いたしました。そういった出初め式等もその前に訓練等も行いますので、そうい

った様々な活動がなくなった関係で、このぐらい減っているということをご理解

いただきたいと思っております。 

 それから、無線の関係でありますが、平野委員おっしゃった、各柱ごとでの毎

戸放送はできないかということは、今でもできます。各地域のパンザマストとい

うか、屋外子局の下のところにマイクみたいなものがありますので、それを使っ

てその地域での放送は今でもできることになっております。以上です。 
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澤上委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  分かりました、消防のほうはね。やはり多人数でパレードとか出初め式とか、

その分団で全員が参加する、そういう機会が減ったということで、人数も減って

金額も減ったと、それは理解できました。ありがとうございます。 

 あと、このパンザマストの件ですけれども、これができるということは、私は

もっと町内会にＰＲすべきだと思うんですよ。例えば町内会の行事予定の中で、

例えば大雨でこれはもう駄目だ、できない、役員会で中止しようと朝集まって決

めても、回って歩けるのは限られているわけですよ。やはりそういうときにこの

パンザマストを使って、地域的に今日は清掃は雨で中止いたしますよと、１時間

前なら１時間前にそうすれば、地域で放送できるわけですよ。やはりこういうの

がよく地域的に伝わっていないですよ、理解されていないですよ。 

 これはひとつちゃんと各町内会にも伝えてほしいし、理解させてほしいし、そ

ういう活用ができるんだということを知らしめてほしいと思いますよ。そうでな

いと、せっかくつけて意味がないと思いますよ。朝チャイムが鳴ればうるさいと

言う人がありますけれども、一刻を争うときにはやはりそういうことを言ってい

られませんよ。やはり私たちは今年も清掃の部分で、やるということを決めたの

ですけれども、コロナとか様々なので、いや、これだとちょっと駄目だというこ

とになって、急遽中止にしようとなったときに、日曜日とかなんていうのは役場

に電話してもできないわけでしょう。自分たちでやるしかない。やはりそういっ

たときに、このパンザマストを地域ごとに活用すれば、私は容易にできると思う

のです。この辺は可能ですか。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、地域で様々な放送とアナウンス等に活用していただく

ことも確かにいいことだと思いますので、ただ、活用しているところもありまし

て、活用していないところもありますので、その辺、町内会長会議等でお知らせ

していきたいと思っております。以上です。 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

 澤上委員。 

 

澤上 勝委員  土木費の中の成果の中で私の見る限り、歩道の整備は全く記載されていない
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し、やっていないのか、その辺のことの説明をお願いいたします。 

 それから、過去２年、もし分かる範囲でいいけれども、単独で歩道の整備をし

たのがあるのかないのか、その辺。一般質問の中でもかなり質問をしましたけれ

ども、まだまだ言い足りない部分がありますので、質問を、歩道についてお話を

したいなと思います。 

 楢山さんもそうですけれども、私もささやかではありますけれども、朝の見守

りをしている１人なのですけれども、６月、千葉県の多分事故があって、２学期

になったら学校に徒歩で行く方々が私は少なくなったなということで感じてお

ります。コロナもあるかもしれませんけれども、親御さん方がいろいろな心配を

持って送迎しているなというのが私は現実で、多分半分ぐらいそうなっているの

かなと思って今、２学期を通して見ております。 

 それで、ある親御さんが、澤上さんですねと、歩道はどうしてここ整備になら

ないのですかと。その方はずっと春から、ずっと毎日子供を送ってきているんで

すね。ちょうど元のセブンイレブン、シャトランのところまで。どうしてならな

いのですかと。いや、私も議会でお願いしているし、要望しているし、力不足で

すみませんと謝っているのですけれども、直接町長さんに談判してくださいとい

うのも言っています、はっきり言って。 

 それで、その方が、なぜ給食費は無料、ありがたいけれども、全体で幾らにな

っているのですかと聞かれたのです。一億二、三千万円と。いや、給食はもらわ

なくても、まあ御飯を食べさせるのは普通なのだから、そういうのを充て向ける

方法もないのですかと。それは私だけに言われてもどうにもならないのでという

ことで、そういう思いの人もいるということも知っていただきたいし、現実、教

育長さんも現場を見ていると思うので、その辺をどう感じているのか答弁してい

ただければと思います。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 それでは、お答えいたします。 

 決算書、主要施策ですが、９７ページをご覧ください。９７ページの一番下の

表、工事請負費とございます。そちらの下段から３段目、百小通学路線外交通安

全対策工事ということで４８６万２，０００円ということで、内容としましては、

あのカラー舗装、延長３３０メートル行っております。現在、一般質問でもお答

えいたしましたが、澤上委員おっしゃる、あの歩道整備というのは、新たに用地

を確保して歩道を整備するという考え方だと私は思っておりますが、それにつき

ましては、先般の一般質問でもお答えしたとおり、用地費あるいは、用地費はま
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あいいのですけれども、特に補償費、建築物がかかる場合の事業費というのは、

相当多額なものになりますし、時間もかかります。そういったところで、現段階

では、ここの主要施策の記載のとおり、用地買収を行わずにカラー舗装という対

応のほうを進めているところであります。これが１点目の歩道整備の状況でござ

います。昨年度は、新規に用地したところの１段の路線としての整備は行ってお

りません。 

 ２点目の過去２年間の歩道整備ということで、新たに、歩道というのはそもそ

も安全対策上、歩車道境界ブロックと分離して確保するのが一番望ましいと思い

ますが、そういった形の歩道整備は過去２年間ありません。ただし、阿光坊地区

において信号機があるところ、国道の信号機があるところですけれども、そちら

は非常に狭小で、生徒さんも通っていらっしゃるということで、部分的に危険な

場所がございました。そちらにつきましては、所有者の方から、たまたまそこは

建て替えに伴って、その危険な部分だけ用地協力のところ、していいよというこ

とのご返答をいただきましたので、そこは歩道整備じゃなくて歩道空間を確保と

いうことで、少しですけれども、そういった対応を過去２年間ではしております。 

 あと、３点目の歩道整備、給食費に絡むところですけれども、当課の考え方と

しますと、まずはできることということで、用地買収を伴わないカラー舗装なり

進めているということでご理解いただければと思います。以上です。 

 

澤上委員長  教育長。 

 

教育委員会教育長 

（松林義一君） 

 給食費をやめて歩道の整備をしたほうがいいだろうということで今、私への質

問だと理解をしていましたけれども、それでよろしいですか。（「子供たちの通学

路をどう考えているか」の声あり）子供たちの通学路をどう考えているか。安全

に環境整備していきたいなということを考えております。以上です。 

 

澤上委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  課長さんから答弁してもらったけれども、失礼ながらほとんどやっていないと

いうのが、私は実態だと思うのです。私もずっと議員やって７年、これといって

なった部分は私はないと認識しているのですけれども、認識違いかもしれません

けれども、そういう中で、今教育長さんも簡単な答弁をしたのですけれども、子

供たちが今日の朝でも傘をかぶって、危険な状態で、特に北部公民館セイホール

に行く通り、それから高校生もあそこを自転車で行っています。本当に万が一と

いう状態が常に起きる。それから、旭ヶ丘も今、下校時間にどういう訳か先生方
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一斉に、部活がないから団体で帰るから、先生方が要所に立っているみたいなの

ですけれども、やはりそういう実態を、それで補償費がかかると言いましたから、

昨日も言ったとおり、住宅がどんどん建っていく、手遅れになるわけですね。ま

してや金が倍、３倍かかる現実になるわけですけれども、そういうのを私が言う

までもなく、こちらのプロの方々は一番分かっているはずなんですよね。なぜそ

れに手をつけていただけないかと私は思うし、子育てというのはそこで安全・安

心、命を守ることが１つの子育てだと私は思うし、昨日監査委員もある方の質問

にちゃんと経常収支、さすがは銀行の先生だなと思って聞いていましたけれど

も、まだまだこの町は伸びる町ですから、ある程度の先行投資をしても差し支え

ない、銀行の支店長はすぐ金を貸すというものの言い方を私はしたと解釈して、

本当にありがたい答弁をしたなと思って感心、感銘して聞いていましたけれど

も、やはりそういう視点に立って、歩道の整備を進めていただきたいということ

をお願いをしておきます。 

 あと、１１８ページの八戸地域広域市町村事務組合の３億２，０００万円ほど

出していますけれども、これも６月の私は派遣議員の報告の中でお話ししていま

したけれども、おいらせ消防の北分署ですか、あそこの今、南側に多分看板がつ

いているのを皆さん、目についているかと思いますけれども、広域のほうで理解

して四十何万円かけたそうですけれども、つけてくれたということ、この場をも

って私からも報告をさせていただきます。 

 あと、まず要望はしたので、町長さん、その通学路のこと、何か答弁をお願い

します。 

 

澤上委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 まずもって、歩道整備、やりたいし、町民の方々も望んでいることではありま

すけれども、何せ、何ていうのですか、なかなか距離が長過ぎる部分もあるし、

もちろん本当に言いたくないのですけれども、財政が大変厳しい部分もありまし

て、経常収支比率が９５．幾らだという部分で厳しく指摘もされている部分があ

って、澤上委員がおっしゃるように、借金してもいいから整備しろという考えの

人もあろうかと思いますけれども、議員の皆様がそれでもいいというのであれ

ば、そういうふうに単年度赤字でも整備することは可能でありますけれども、た

だ、それを返済するのがまたどなたか、今や通っている子供たちがこんなに町で

借金して我々に返させるのであれば、歩道整備も何も要らなかった、気をつけて

通えばよかったなということになりかねないという部分も含めて、我々は難しい
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判断を迫られているので、今のところはあるお金で何とかやりくりしながら進め

ていかざるを得ないのかなということで、ご理解いただきたいと思います。以上

です。 

 

澤上委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  これは考え方の相違か、持っていき方の相違か分かりませんけれども、ためて

からためてからといえば、なかなかこれは至難の業なんですよ。それで、我々は

皆今、失礼ながら皆生き物ですからどんどん、毎日毎日を暮らしている中で、借

金を残しても、ある程度の借金は私は差し支えないし、ここは今、おかげさまで

青森県の中でもトップの人口が増えている、減る要素がまだまだ、全く１０年、

２０年ぐらいないところなんですよ。それで、出生率も高い。老化率は低い。所

得は県内３番目だという。これを生かした中でもっと住み心地のよい町にしてい

ただきたいなという思いがありますので、その辺は積極的にというか、前向きに

ある程度の攻めの行政をしていただきたいということで要望しておきます。以

上。（「賛成」の声あり） 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

 楢山委員。 

 

楢山 忠委員  楢山です。１１８ページなのですけれども、消防費の中の区分１４の工事請負

費の中の防火水槽撤去工事についてをちょっと伺いたいと思うのですけれども、

約３００万円かかっていますけれども、これはどこの水槽を撤去したものなので

しょうか。そして、町には防火水槽が果たして何か所あるのでしょうか。それら

をこれから毎年撤去していくということになるのでしょうか。 

 私が危惧するのは、水槽はできるだけ残したほうが、というのは、地震のとき

等の水道停止になったとき等のことを考えると、その水槽の水というのは有効に

活用できる水槽ということにもなろうかなと思うので、そこら辺をちょっとどう

考えているかをお聞きしたいと思います。以上です。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。 

 防火水槽撤去工事でございますね。２７２万８，０００円ですが、これは実は

国道３３８号線の歩道拡幅工事に伴いまして、県から移転補償の依頼がありまし
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たので、やむなく撤去したものでございます。 

 それから、数ですね。数はちょっとお待ちください。ちょっと数字を見つけら

れませんので、後刻報告いたします。 

 

澤上委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  先ほども話をしたように、これらを順次撤去していくものなのかどうかという

のをお聞きをしたいと思うんですね。何か聞くと、私有地にあるやつは、前に私

が一般質問をしたことがありましたけれども、私有地にあるのはできるだけ撤去

してはいきたいということも話は聞いていましたけれども、それで何か主要施策

の１０３ページを見ると、防火水槽の補修工事もやったりもしているんですね。

だから、これ、残すところは残すということでの考えを持ってやっているのかど

うか、それを聞きたいと思いますけれども、どうですか。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 防火水槽の件でお答えいたします。 

 数字を見つけました。申し訳ありません。防火水槽は１１１基ございます。 

 町内の防火水槽を見ますと、いわゆる公道といいますか、町の町有地にあると

ころと、私有地のところにあるのと、二パターンあります。それで、町有地にあ

るところは町の敷地でありますので、特段の撤去等をすることなくそのまま置き

続けますが、民地、個人の所有地をお借りして置いているものにつきましては、

できる限りこちらでもそのまま置いて活用していきたいものでありますが、所有

者から何らかの理由でどうしてもというものがあれば、そのあたりはそれに対応

せざるを得ないところがありますので、そういった事由がない限りはそのまま活

用していきたいと思ってございます。 

 それから、長年使うことによって水漏れ等の症状が出ますので、そういう症状

が出た場合は補修と、水漏れ補修等を施して長く使うようにしていくものでござ

います。以上です。 

 

澤上委員長  楢山委員。 

 

楢山 忠委員  １１１基もあるということですから、順次私有地については撤去しなければな

らないところは撤去しなければならないことにはなるだろうと思いますけれど

も、私はできるだけ残していただいて、撤去するにもこんなに金がかかるわけで
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すよね。それで、さっきから言うように、地震等の災害時には有効に活用できる

水量が残る、残せるということもあるので、どうかそれを考えての撤去等の実行

をしていただきたいと、そう考えますので提案しておきます。 

 

澤上委員長  よろしいですか。（「いいです」の声あり） 

 松林委員。 

 

松林義光委員  簡単に１点だけ質問します。 

 主要施策の１０２ページ、消防団員数が現在３２０人定数となっております。

去年は削減をしております。そこで、現在、おいらせ町に１９分団が存在したと

思いますけれども、１８かな、それで一番多い分団、定数、今何名消防団員が定

数で何名いるのか、一番少ない消防団がどこなのかお伺いいたします。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

松林義光委員  委員長、分からないときはいいです。そこで、言いたいことは、これは若い町

民の声であります。消防団が町内に必要ですかという声があります。おいらせ消

防署、それから北分遣所も建っていると。そこでは消防署の職員が張り切ってな

っていると。それで、仕事もほとんどが仕事を持って町外に出たり、なかなか日

中自営業が少ないからうちにいないと。ということもありまして、本当に消防団

は必要ですかと言われたものですから、災害等々があれば、それはもちろん救助

しなければ、協力しなきゃなりませんよと言っておりましたけれども、もしその

件についてコメントがありましたらお願いいたします。 

 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 消防団の必要性についてでありますが、もう消防団は絶対必要だと考えてござ

います。常備消防、消防組織でいいますと、八戸広域の常備消防と、各市町村で

設置している消防団がありますが、それぞれ役割があります。やはり常備消防が

全てを対応できるわけではありません。常備消防は広域災害等、様々な専門的な

活動にも行きます。地域に寄り添った動きを取るとなりますと、特に火災はもち

ろんのこと、様々な災害におきましても、地元の消防団の方々の活躍が必ず必要

だと思っております。 

 それで、消防団の方々はそれぞれ郷土愛護の精神を持って、ボランティア精神

で非常に志高く活躍していただいておりますので、やはりその方々も気持ちをき
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ちんと酌んで、町と一緒に様々な防災活動に取り組んでいくべきものと考えてご

ざいます。以上です。 

 

澤上委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  分かりました。ただいまの課長のコメント、その若い方々に十分に伝えておき

ます。 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、第８款から第９款までについての質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩します。１１時１０分まで。 

 （休憩 午前１０時５６分） 

澤上委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （再開 午前１１時１０分） 

澤上委員長  まちづくり防災課長。 

 

まちづくり防災課長 

（成田光寿君） 

 先ほど９款消防費のところで、馬場委員から避難指示の判断のあたりのご質問

がありました。奥入瀬川で水位がどれくらいまでいったら避難指示が出るのかど

うかといったようなご質問でありました。 

 結論から言いますと、堤防からどれぐらいまで来れば逃げなきゃいけないとい

うものはございません。町で、先ほど申しましたが、避難危険水位７．３、それ

から避難判断水位６．９メーターのところを基準として、それが到達する数時間

前からどのタイミングで逃げなきゃいけないかを予測することになります。それ

は決して河川の水位のみならず、その周辺の雨の降り方であったり、さらには上

流部での雨の降り方等を総合的に勘案して決めることになります。上流であまり

雨が降っていなければ、堤防近くまで水位が上がったとしても、それ以上超える

わけはありませんし、逆に堤防より１メーターぐらい下であっても、上流でかな

り雨が降っていますと一気に超える場合もありますので、その辺を勘案して町で

高齢者避難準備情報であったり、避難指示を出すことになりますので、町からの

情報伝達をしっかり情報収集するとともに、テレビニュース等でも雨の降り方、

気象情報等を様々流しますので、そういったものを見ながら避難の準備をしてい

ただきたいと思ってございます。以上です。（「理解しました。了解って、よく

分からない部分ですから、再質問できるはずですよ。答弁ですから。答弁漏れし

たものに今答弁したわけでしょう。今お話しされた内容について確認をするわけ
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ですから、それを許可すべきですよ、委員長」の声あり） 

 

澤上委員長  いや、３回という……。（「３回は最初の質問で答弁できなかったわけですか

ら、それで後刻と言って今、答弁漏れについて説明があったわけでしょう、調べ

てきて。それについて私、確認をしたい部分があるから手を挙げているんですよ。

でもそれやっていないんだな。残念ながら」の声あり） 

 ちょっとここで休憩いたします。 

 （休憩 午前１１時１３分） 

澤上委員長  それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （再開 午前１１時１９分） 

澤上委員長  次に、第１０款教育費から第１３款予備費までについての質疑を受けます。 

 １２１ページから１４４ページとなります。 

 質疑ありませんか。 

 澤上 勝委員。 

 

澤上 勝委員  ２番澤上です。１１７ページになろうと思いますけれども、公民館費ですね。

聞くところによると、公民館、夜、それから祝日、日曜日ですか、管理が、管理

する方がですか、シルバーだということで聞いております。それで、ある方々が、

ある程度長いから施設管理の異動と表現すればいいのか、ちょっと私は分かりま

せんけれども、そういうシステムを今導入しようとしているのか、ちょっとその

辺は課長さんから答弁して。それで、ある人が、変わるのは問題はないのですけ

れども、施設の中身を分からない方が、今度は急に来るわけですよね。夜とか昼

とかの、日曜日の日中、祝日の日中ね、使用する方々の使用の仕方について対応

できない部分が多々見られるという苦情が来ていましたので、その辺どうなって

いるのか、実態を教えていただければと。 

 あと、もう一つは、各学校の体育館の使用なのですけれども、私はある人から、

個人的に借りて使っているそうですという話が聞こえてきたんですよね。それ

で、私も学校に確認したら、おいらせ町の人が申し込めば体育館を借りられると

いう実態だそうですよね、現実が。個人的に。いや、私は体協とか何かの組織、

町の団体組織に参画している人でなければ使用できないなと、私の認識はね、常

識でいけば。ただ、教頭先生から聞いたら、いや、おいらせ町の方が申し込めば

使用できるんですよという今の規定だそうです。私は規定も詳しく見ていません

けれども、果たしてそういう実態でいいのかなと。 

 なぜかというと、交流センターなり、いちょう体育館を個人的に使うときは皆

使用料を払っているはずです。組織なりはある程度免除はあるかもしれませんけ
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れども、個人的なものに貸して管理体制が果たしていいのか。まず鍵を預けてい

るはずですから。その辺の実態。中身が悪ければやはり改革しなければならない

と私は思うので、その辺の答弁お願いします。 

 

澤上委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 澤上委員のご質問にお答えいたします。 

 公民館のその夜間、祝日、日曜日の部分は、シルバー人材センターさんに業務

委託しておりまして、長く勤められている方も多数今までおりましたが、シルバ

ー人材センターさんで、今そのやはり長くい過ぎてもということで、ほかの例え

ば中央公民館から北公民館ですとかという形で異動をしてもらっています。それ

で引継ぎ等がうまくいかなくて、不慣れで利用者の方にご迷惑ということはない

わけではなく、我々にもそういった声は届いております。その際には、十分その

引継ぎ等、またあと昼の部分では、ビルメン田中さんがやっておりますので、そ

ちらの従業員との接続、うまくその、何ていうんですかね、利用申込みがあった

のに、夜の方が昼間の方に引き継いでいないとか、そういう連絡ミスもあったり

もするので、その辺は十分気をつけていくようにということで指導はしていると

ころでございます。以上です。 

 

澤上委員長  教育長。 

 

教育委員会教育長 

（松林義一君） 

 学校の体育館のことについてお答えいたします。 

 基本的には、学校の体育館は学校教育活動のために建設されたものであります

から、学校教育活動のために使うというのは大原則でありますが、地域の活動の

ために実際に貸出しをしております。その際も、学校の教育活動に支障がないと

いうことが前提で貸出しをしております。 

 ただ、今委員ご指摘のことについては、もう少し調べて、不具合がないかどう

かもこれから確認はしていきたいなと思っていました。以上です。 

 

澤上委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  公民館については実態もお話ししてもらったし、ただ、利用者にはある程度、

ある程度というか、全く迷惑をかけないと言えば語弊があるけれども、そういう

配慮をしたシステム、１週間なり一緒にやってみるとか、そういう配慮をして引

き継いで、異動するのは問題ないと思うので、その辺の配慮。 
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 あと、体育館については、教育長さんも今から調べるということですから、多

分規定なり、それは学校長にあるかもしれませんけれども、その辺は把握されて

いないという、私は今認識したのですけれども、やはり考え方としては、個人的

に借りるのに対して対応するのはいかがなものかなと。逆に言えば、申し込んだ

人は町内ですけれども、大半はよそから来ているとかといううわさもありますの

で、そういう実態が多分あるからそういう話が出ていると思うんですよ。 

 やはりある程度、体協や文化協会の組織の中の長が借りるのなら私はいいと思

うのですが、確かに子供たち、教育活動の体育館でありますけれども、便宜を図

って、特に北部は体育館施設はないのですから、学校はある程度体育館、開放し

てもらいたい。我々ママさんバレーも一般バレーも利用させて、おかげさまで県

民でも勝たせてもらっていますので、その辺を今後検討していただければとお願

いをしておきます。 

 

澤上委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（福田輝雄君） 

 今のお話を聞きながら、春先、私が異動してから、澤上委員からちょっとご指

摘をいただいた件かなと思っておりました。それで、先ほど教育長がお話しした

とおり、夜間とか休日、地域活動、スポーツ活動をされる方々に対して貸出しし

ているのが現状でございます。それで、北部地区につきましては、その当時、春、

確認したときに、いろいろと調べた記憶になりますけれども、北部地域につきま

しては、その団体においてやはり三沢地区の人が多かったりとかという部分もあ

るかという部分も確認をしていました。 

 ただ、以前、澤上委員からご指摘を受けたのは、実際にその申し込んだ人はそ

こで活動していないんだよというお話があったかと思います。それで、その部分

も確認したり等はしておりまして、いろんな部分で問題点があるかなと感じてお

りましたので、先ほど教育長がお話ししたとおり、見直せるものは見直しながら、

ちょっと確認をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

澤上委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 公民館の引継ぎの部分については、異動される方があった場合には、再度シル

バー人材センターさんに十分な引継ぎをしてもらうようにお願いしていくもの

でございますし、また夜間、そういう何かトラブルとか緊急的なことがあれば、

我々社会教育・体育課の職員に電話をする仕組みになっておりますので、そうい

った部分でトラブルがないように今後も運営してまいりますので、よろしくお願
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いいたします。以上です。 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

 馬場委員。 

 

馬場正治委員  ３番馬場です。１０款教育費１項１目教育委員会費でございます。教育委員報

酬３０万２，４００円という決算になっております。多分教育委員さんは５名で

したかな、で月額６万円とすると、五六、三十で、年間か、年間６万円とすると、

五六、三十で３０万円となる計算ですけれども、先日、８月の定例会を傍聴させ

ていただきました、１時間ですね。非常に活発な議論が行われておりましたけれ

ども、残念ながら傍聴者に対して資料の提供がなかった。議会の一般質問の際は、

傍聴人に通告書のコピーが渡るように配慮しているわけですけれども、今後はそ

ういった配慮が欲しい。もちろん個人情報に関する部分を除いてでございますけ

れども、そして傍聴の際はそれぞれの委員の方々の意見をじっくり聞けるという

ことでしたけれども、そこで教育長さんにこの定例会の役割についてお伺いした

いと思います。それが第１点ですね。 

 次に、同じく事務局費の中の１２節委託料でございます。委託料に通学バス運

転業務等委託料３５２万８，５８０円を筆頭に、３項目にわたって公用車運転業

務委託料１７５万何がし、学校行事等送迎バス運転業務委託料７３万何がし、３

項目ありますけれども、この運転業務の委託業者をお知らせいただきたいと思い

ます。 

 それから、第２項小学校費でございますけれども、１目学校管理費の中に、１

２節委託料というのがございまして、施設管理業務委託料３，２３５万５，６４

２円、これは、主なものは学校内の施設、校舎、体育館等の管理委託料だと思い

ますけれども、この内訳についての説明をいただくとともに、同じく３項中学校

費の１目学校管理費、これも学校管理費ですけれども、この中にも１２節に委託

料がございます。施設管理業務等委託料２，１９１万３，０３０円、これは３つ

の中学校の同じく校舎とか体育館、その他学校の設備に関しての管理委託料だと

思いますけれども、ここでお伺いしたいのは、教育長さんが一般質問の際に、現

在、教育委員会で通学路の設定を準備しているという答弁がございました。文科

省等の通達等によりますと、通学路の管理は教育委員会になるわけですよ。した

がって、この学校管理費については、来年度以降、通学路の管理費を、いわゆる

危ないところを補修したり、必要なミラーを立てるとか、街灯を立てるとか、そ

ういった費用も含まれると私は解釈しますけれども、教育長さんはどう考えてお

るのか、そこをお聞きしたいんですね。 
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 というのは、現在は、街灯、それから横断歩道、今通学路がないものですから、

歩道に関しては全て地域整備課の所管で、すごく所管業務が多いわけです、地域

整備課がですね。ですから、私としては、町長さんに訴えたいのは、この通学路

を設定した後は、通学路に関する街灯、それから通学路の歩道、それから街灯、

町が管理する街灯、県の県道の歩道も一緒ですよ。それから、県道の街路灯も一

緒ですけれども、この所轄を教育委員会に移すべきだと。そこで予算も教育委員

会につけると。それで、国からの補助のあるものは国に補助を申請できるわけで

す。一般質問でも申し上げました。国土交通省はそう書いてあります。それをぜ

ひしてほしいのですけれども、そのことについて、教育長または町長の考えをこ

こでお答えいただきたいと思います。 

 次に、４項社会教育費の中の１目社会教育総務費の中の７節報償費についてで

ございますが、講師等報償金１５万３，０００円、謝礼金９６１万４，０９２円、

記念品等２７万３，５２６円とありますけれども、この内容をご説明ください。

以上です。 

 

澤上委員長  教育長。 

 

教育長 

（松林義一君） 

 それでは、お答えをいたします。足りない部分は課長から補ってもらいますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず、委員会の役割ですけれども、定例の委員会が月１回行われておりますけ

れども、その中においては事務局である我々の政策、施策についての提案をして、

それについて審議をしてもらって了解してもらうと。もちろんそこでの決着はつ

かない部分もいっぱいあります。議会にかけるとかということも行われますの

で、一般的には教育委員会の学務、社会教育・体育課からの様々な提案を審議す

る場所ということになりますので、よろしくどうぞお願いいたします。 

 それから、通学路の設定については委員お話しのとおり、今学校に作業をして

もらって、それの報告を受けて最終的には委員会で設定ということになります。

それで、その後の通学路についての管理については、今の私の認識としては、道

路を管理している管理者に我々がまずいろいろ不具合があったらお願いをして、

例えば修繕したりということは我々がお話しするか、最終的にはそれについて

様々なものを、不具合を修正したりするものについては、管理者が行うのかなと

いう感じで思っている、町だったり、県あるいは国かな、そういう道路を管理す

る人に我々がお願いして、我々が今のところ自主的に予算を持っていろんなもの

をやるという仕組みにはなっていないような気がしておりますので、もし不具合

があったらまた課長から。 
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澤上委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（福田輝雄君） 

 たくさんありましたので１つずつ答弁していきたいと思います。 

 まず、最初に教育委員報酬になりますけれども、報酬につきましては、教育長

を除く４人の委員につきましては、１日当たり５，４００円の報酬で回数に換算

した金額になっておりますので、そこをお知らせいたします。 

 定例会における傍聴者への対応になりますけれども、ちょっと私まだ覚え切れ

ていない部分がありますので、傍聴者に対して資料をお渡ししていないのは現実

です。ただ、終わった後にはホームページで公表はさせていただいておりますの

で、対応とすれば、案件内容の次第程度はその場でお出しすることも可能なのか

なと。ただ、一応そこの部分は調べてみなければなりませんので、そこの部分は

ちょっと対応ができる場合は対応を考えたいなと思っております。 

 それと、１２４ページの委託料の通学バスから学校行事バスまでの委託業者に

なります。通学バスの運転業務につきましては、ビジネス創研さんになっており

ます。公用車運転業務委託、これはＡＬＴの送迎でお願いしているものになりま

すけれども、こちらにつきましてはビルメン田中さん。あと、最後の学校行事等

送迎バスの運転業務につきましてもビジネス創研さんになっております。 

 あと、それと２款１項の委託料の施設管理業務委託料の内訳なのですけれど

も、主要施策の１１０ページ、ご覧ください。こちらの２項１目の学務課と、そ

の下の大きい表になりますけれども、施設管理業務等委託料ということで、小学

校につきましては、プール循環ろ過装置保守点検及びプール水質検査業務委託を

はじめとして、こういう形の業務をそれぞれ行っておりますし、中学校におきま

しては、１１２ページに記載しております。１１２ページの下段に、自家用電気

工作物保安管理業務委託という形をはじめとする業務をそれぞれ、小学校につき

ましては５校、中学校につきましては３校の中で業務委託を行っております。 

 

澤上委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 馬場委員の１３２ページの１目社会教育総務費の７節報償費の部分の説明と

いうことの質問でお答えいたします。 

 まず、講師等報償金でございますが、こちらについては主要施策の１１５ペー

ジの……（「主要施策持ってきていないから」の声あり）分かりました。じゃあそ

のまま……（「簡単に」の声あり）簡単に、はい。であれば、乳幼児家庭学級です

とか、あと学びカレッジの専門講座等の講師の謝礼金として１５万３，０００円
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支出しております。 

 次の謝礼金ですが、こちらについては放課後子ども教室推進事業ということ

で、文部科学省の事業でやっておりまして、甲洋小学校のなかよし教室、のびの

び館で実施しています百小のびのび教室、ここにいる指導員の方々の謝礼金とし

て９６１万４，０９２円を支出しております。 

 続いて、記念品等ですが、こちらは昨年度中止とした成人式の部分で、記念品

として記念ＤＶＤを作成しました。それはビジネス創研さんに発注して作ってい

ただいております。その金額でございます。以上です。 

 

澤上委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 先ほど馬場委員から、町道あるいは県道の歩道そしてまた街灯等の整備を教育

委員会に委ねたほうがいいんじゃないかという提案でありますけれども、担当課

と詳しく協議して、施策、政策のことでありますので、できるかできないかは別

として協議していきたいと思います。以上です。 

 

澤上委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  ありがとうございました。最後の町長の答弁について、非常に期待をするもの

でございますけれども、先般の休憩前の澤上 勝委員の質問の中にもございまし

たけれども、使わなきゃならないところについては借金してでも厚く使うべきで

すよ。借金は返せるんですよ、人口が減らなければ。心配することはないんです

よ。私はそう思います。要は、町政は選択と集中。選択して使うところには厚く

使うべきです。町民は必ず理解してくれます。屋内ドームが欲しいとかなんとか

ということではなくて、本当に町民が必要で大事なもの、命を守るものには借金

してでも使ってほしい、必ず返せる。保証しますよ、私が。返せなかったら私が

返しますから。よろしくお願いします。以上です。 

 

澤上委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 大変ありがたい励ましの言葉と受け止め、借金しなければならない、あるいは

収入より借金が増えてもいいということでありますので、そういうことも力とし

て町政運営には頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いしま

す。 
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澤上委員長  ほかにございませんか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  何点か、主要施策の成果の中で質問させていただきます。 

 １０８ページのところですけれども、教育委員会の町教育支援委員会の特別支

援事業についてお伺いいたします。この中に心身障害がある児童生徒について専

門的調査に基づき就学指導を実施したとありますけれども、対象人員が４４人、

これは小学校、中学校、どのような内訳になっているのか。まずお聞かせをいた

だきたいというのが１つ。 

 それから、中学校にあっては、この就学指導をどういう形で実施して、どうい

う形で、例えばそういう施設の関連する学校に進学させるのか、普通の高校の生

活を送らせているのか、この辺の内容についても教えていただきたいと思いま

す。 

 あと、もう一つ、次のページの１０９ページの下、扶助費ですけれども、要保

護及び準要保護児童生徒援助費４５８万２，０００円、これは一般財源になって

いますけれども、補助事業、国の補助をもらっていたんじゃないかなと私は思う

のですけれども、これは対象人員が小学校、中学校、どのぐらいあってこの額に

なっているのか。国の財源は充てられていないのか。これについてもお知らせい

ただきたいと思います。 

 それから、ずっと飛んで１２２ページですけれども、みなくる館等施設費の中

で、社会教育・体育課の関係で、その指定管理者制度の導入により、図書館、そ

れから大山将棋記念館、この一括管理を行った中で、利用とかそういうので支障

がなかったのか。それと、コロナによって休館があったわけですけれども、これ

らについては、委託契約の部分で活動しないものについては減額するのか、そう

したのか、その調整があったのか。この点についてお聞かせをいただきたいと思

います。 

 それから、１２８ページですけれども、ここのところでは補助金として給食を

町外学校等へ通学する児童生徒に対して、保護者に対して補助金を交付したとあ

りますけれども、児童生徒が小学校で１８人、中学校で４１人、合わせて２４９

万３，０００円が補助になっていますけれども、この小学校、中学校、このそれ

ぞれどの地区に行っている子供に対して補助を行ったのか。障害者に就学しなけ

ればならない、そういう理由もあったら併せてお知らせをいただきたいと思いま

す。 

 それから、１２０ページの公債費ですけれども、令和２年度の借入額が５億３，

０００万円。その中身を見ますと、主要銀行でいいますと、青森銀行が１億６８
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０万円、青森信用金庫が５，５６０万円、あとは共済等がありますけれども、町

の指定金融機関になっている青い森信用金庫が青銀の約半分というのは、これは

どういう、前は入札でやったと思うのですけれども、入札で取れなかったという

ことなのか。 

 やはり指定金融機関になっているわけですから、利率もさることながら、町の

いろんな意味で恩恵を受けているわけですね。この総額予算、一般会計１００億

円、特別会計、いろんなものがこの青い森信用金庫の会計をくぐっていっている

わけですから、それでも手数料も払っているのです。この起債の利率についても、

ある程度こう、町に対する理解というのがないのかなという。私は今、青森銀行、

みちのく銀行、今統合するという時代になっています。やはり金融機関、指定金

融機関も、町として見直しをする、そういうことも検討すべきだと思うのですけ

れども、この点についてもお聞かせいただきたいと思います。 

 

澤上委員長  教育長。 

 

教育長 

（松林義一君） 

 私から幾つかお話をして、後でまた課長に補ってもらいます。よろしくお願い

いたします。 

 まず、１０８ページにある町の教育支援委員会について説明をいたします。こ

れは何をやっているかというと、障害を持っている、あるいはいそうだという子

供について、通常学級に入って勉強したほうがいいのか、特別支援学級に入って

勉強したほうがいいのか、あるいは県の学校である特別支援学校に行って勉強し

たほうがいいのかを判断する会議になっております。 

 それで、どういう子供たちを審査するかというと、保育園から小学校に上がる

時点で資料を提供してもらったり、あるいはもう小学校に入ってからでも、１年

生から２年生に進級するときとか、２年生から３年生に進級するとき、いろいろ

なところで学級担任が見て、いや、もう一度やはり審査してもらったほうがいい

のかなというところがあれば、今度はこの学校からの資料をもらって審査しま

す。それから、小学校から中学校に進学するときも、そういう子供がいれば資料

を提供してもらって審査をしていきます。 

 それで、どういう人たちが審査をするかというと、現に特別支援学級を担当し

ている先生たちに集まってもらって審査をしてもらう。この先生たちは長くそう

いう子供たちと接していますから、いろんな知識があります。それから、最終的

には医学診断と称してお医者さんからも診断を受けることになります。それらを

総合的に考慮して、どういうところで勉強したほうがいいのかを判断をしてもら

います。 
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 ただし、それで決着がつくわけではなくて、最終的には保護者と相談をして、

保護者がそういうところで勉強したほうがいいという決断をすれば、そういうこ

とに流れていくことになります。最終的には保護者との相談ということになりま

す。 

 それで、どういうところになるかというと、先ほどお話ししましたけれども、

各学校にある特別支援学級に進学するのか、あるいは通常学級でいろいろな、何

ていうかな、配慮をしながら勉強をしてもらうか、そしてここで言えば七戸のほ

うにある七戸の養護学校に進学してもらうのか、勉強してもらうのかということ

を判断するところになります。 

 それで、４４人の内訳、ちょっと今ここにありませんけれども、多くは小学校

に入学するところ、あるいは小学校の中で主に人数が上がってきます。中学校に

なると、大体あまりなくなりますが、そういう委員会にかける子供たちはですね。

ということで、進学先はどちらかというと、中学校から進学するときは七戸の養

護学校という場合も結構あるとご理解いただければなと思っております。 

 なお、それから１２８ページのところ、学校給食補助金の町外の学校へ進学し

た場合ということについて説明申し上げます。これは……（「就学で進学じゃな

い」の声あり）ごめんなさい、就学。 

 どういう事例があるかというと、まず小学校から中学校のほうに進学するとき

に、県立三本木高校附属中学校、これは町内に住所を有してそういう学校に行き

ます、そういう子供たちもいます。それから、八戸の私立高校の中学部に進学す

る場合も町内に住所を有しております。それから、今、ちょっと先ほど触れた七

戸の養護学校に進学する場合も対象になります。中学部へですね。 

 それから、次、区域外通学ということで、市町村の境を越えて、例えばおいら

せに住所を有しながら三沢の学校に通っている場合もあります。これは様々な事

情でそういうことを認めている子供たちもいますので、突如こう、住所がちょっ

と変更になって、例えば三沢の保護者が新しい家をおいらせ町に建てて住所が移

って、でも子供がまだ中学校３年生で今のまま通学したい、卒業まで通学したい

という場合も認めておりますので、住所はおいらせにありますから、支援の対象

になりますから無償化の対象になると、そういう場合も合計してこういう人数及

び金額になっているということであります。 

 

澤上委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（福田輝雄君） 

 それでは、私からは、１つ目の１０８ページにある対象児童数４４人の小学校、

中学校の内訳になりますけれども、すみません、内訳はちょっと今手元にありま
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せんので、大体４４人は小学校というか、小学校に入学する前の子供たちもいま

す。要は、新１年生になる子で対象になる子がありますので、大方が大体その幼

稚園、保育園から小学校に入学するときに、そちらの施設からちょっと様子を確

認したほうがいいですよという子供とか、保護者からの要望を受けて、この対象

にしている部分があります。 

 また、小学校につきましては、普通学級に在籍しているのですが、少し多動傾

向があるよという形の子供について多少検査等をして確認した上で、また保護者

と相談の上、どちらを選ぶかという形で行く場合、あとまたは中学校に上がる段

階でまた再度どちらに在籍したほうがこの子のためになるかということで、検査

をした上で保護者と相談をして決めるという形のものになっておりますので、こ

この部分についてはそういうトータルの人数になっているということでご了承

いただければなと思います。 

 続きまして、１０９ページの扶助費の中の準要保護児童生徒の財源になります

けれども、こちらにつきましては、はっきりとした年度は言えませんけれども、

合併当時の平成１８年度前後でもう国の補助金がなくなっておりますので、以

後、一般財源で実施しております。 

 それで、一応令和２年度につきましては、要保護に当たる方、要保護、生活保

護受給世帯になりますけれども、要保護につきましては、小学校５人、中学校１

人で計６名、準要保護につきましては、小学校１０２名、中学校８８名で、計１

９０名となっております。 

 あと、先ほどの給食の補助の教育長から説明があった部分の補足になりますけ

れども、一応補助単価につきましては、町の給食費、小学校であれば２５５円、

中学校であれば３００円を上限としております。市町村によっては単価が違う場

合がありますので、そういう形で上限額を合わせていることを申し添えます。以

上です。 

 

澤上委員長  社会教育・体育課長。 

 

社会教育・体育課長 

（松山公士君） 

 平野委員のご質問にお答えします。 

 １２２ページの主要施策の指定管理の部分でございますが、１点目、利用者に

おいてその支障がなかったかどうか、移行してですね。その点につきましては、

現在いる指定管理で、ほとんどの方を採用していただいたので、全くその支障が

ない形で移行できたなと思っております。 

 ２点目のコロナで休館した部分での減額等はないのかというご質問ですが、４

月１日から５月の１８まで休館しておりました。図書館は１１までとして貸し借
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りだけはということでやったのですが、その最中も、始まって間もないこともあ

って、図書の整理・除籍等、あとは備品の確認ですとか清掃とかといった形で、

あとはそのスタッフの研修といった形で、その１か月間ちょっといろいろお仕事

をされていたので、減額等はございませんでした。以上です。 

 

澤上委員長  財政管財課長。 

 

財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 私からは、主要施策１３０ページのその公債費について質問がございましたの

で、お答えをいたします。 

 令和２年度の借入額はご指摘のとおり、青森銀行と青い森信用金庫を比較した

場合はおよそ半分ということについてご指摘がございましたので、答弁いたしま

す。数年来、指定金融機関である青い森信用金庫からのその借入れについて続け

てご指摘がありましたので、やり方を見直しまして、基本的には市中銀行からの

借入れについて見積もり合わせで借入先を決定するものなのですが、一定の枠を

指定金融機関の青い森信用金庫向けに設定をしまして借入れをすることにいた

しました。 

 一般会計につきましての実績はほぼこの割当て分について、青い森信用金庫か

ら借入れすることとしたもので、そのほかについては、見積もり合わせの結果、

青森銀行が一番低利でございましたので、青森銀行から主に借入れをするという

ことになったものでございます。 

 あと、今後についての話なのですけれども、その青森銀行とみちのく銀行との

その合併とも絡めてお話がございました。基本的には指定金融機関に払うこの手

数は手数料として別に引上げてほしいという依頼が、重ねて青い森信用金庫から

依頼があったものと思います。今後ももしかしたらそういう要請は続くかもしれ

ません。場合によっては対応せざるを得ない場合もあるかと思います。 

 基本的なその借入れの部分でこの相殺をするということではなくて、借入れの

部分は借入れとして見積もりを取って、低利のところから借りると。手数料で必

要があれば、それはそれとして支払っていくということは、この基本線として続

けていかなければならない部分があろうかと思います。 

 ただし、この青銀とみちのく銀行が合併しますと、金融機関の数自体が変化し

てしまいますので、指定金融機関向けの枠について見直す余地があるのではなか

ろうかなと私は認識しております。以上です。 

 

澤上委員長  会計課長。 
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会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 指定金融機関についてのちょっと補足となりますが、指定金融機関については

昔と違いまして、交付金の運用利益、あとステータスといった、そのようなメリ

ットが今少なくなっていまして、事務負担のほうが多いということで、引き受け

たいという金融機関が少なく、中央部では辞退している金融機関も出ていると言

われております。以上です。 

 

澤上委員長  平野委員、昼食のために午後にしたいなと思っていますので。（「答弁要らない

から」の声あり） 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  今教育委員会の説明はよく理解できました。やはり自分の分からない部分、そ

してまたこういう制度があって活用されているんだというのを広く知る機会に

なったと思います。 

 最後、１つだけ、今財政管財課長が言いましたけれども、今度流れが変わるわ

けですね。金融機関が合併することによって。それで、納付するほうから言えば、

今の青い森信用金庫よりも、いろんな支店がいっぱいあって、町民の利用度とい

うのは全然違ってくるんですよ。やはり私は、それと手数料についても、青い森

信用金庫とその合併した新しいところで交渉したら、多分手数料も違ってくるん

じゃないかと。やはりそういうものを行政として財政の運営上も検討すべきだと

いうことで、課長もそういう方向づけで考えているようですので、それを期待し

て終わります。答弁は要りません。 

 

澤上委員長  昼食のため、１時３０分まで休憩します。 

 （休憩 午後０時０４分） 

澤上委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （再開 午後１時３０分） 

澤上委員長  第１０款から１３款、ほかに質疑ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、第１０款から第１３款までについての質疑を終わります。 

 以上で、歳出についての質疑を終わります。 

 次に、実質収支に関する調書及び財産に関する調書についての質疑を受けま

す。１４６ページから１５４ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、実質収支に関する調書及び財産に関する調書についての質疑を終



－３２－ 

わります。 

 以上で、認定第１号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 田中正一委員。 

 

田中正一委員  私は賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 コロナ感染拡大により外食産業の冷え込みで米の需要が落ち込み、今年の米価

格が暴落しました。当地区のまっしぐらで８，０００円、つがるロマンで８，２

００円です。という新聞の報道であります。 

 そこで、おいらせ町のコロナ対策の予算で、１俵当たり１，０００円でも５０

０円でもコロナ禍に対する支援をお願いしたいと、ここに賛成討論の立場で、立

たせていただきました。よろしくお願いします。 

 

澤上委員長  ほかに討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 認定第２号、令和２年度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 それでは、認定第２号についてご説明いたします。 

 主要施策の成果１３７ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をご覧ください。 

 右端に記載の令和２年度決算額ですが、歳入２４億８５４万４，０００円で、

前年度比１.９％の減、一方、歳出は２３億７，３４０万１，０００円で、前年度
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比２．２％の減となっております。歳入歳出差引額は３，５１４万３，０００円

となっております。 

 次に、第２表、歳入決算額の状況をご覧ください。 

 歳入の主なものは、３款県支出金が１５億５，１５２万３，０００円、１款国

民健康保険税が５億２，８３１万４，０００円、５款繰入金が２億６，６３１万

７，０００円となっております。 

 続きまして、１３８ページ、第３表、歳出決算額の状況をご覧ください。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費１４億８，６１２万５，０００円、３款国

民健康保険事業費納付金７億９，０９４万４，０００円、１款総務費４，８１６

万４，０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

澤上委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

 １１ページから３３ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で、認定第２号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第２号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 次に、認定第３号、令和２年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 
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 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 それでは、認定第３号についてご説明いたします。 

 主要施策の成果１４１ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をご覧ください。 

 右端に記載の令和２年度決算額、歳入は２，０１４万７，０００円で前年度比

０.６％の減、一方、歳出は１,９７１万６，０００円で前年度比１．２％の減と

なっております。歳入歳出差引額は４３万１，０００円となっております。 

 次に、第２表、歳入決算額の状況をご覧ください。 

 歳入の主なものは、５款諸収入１,７４７万１，０００円、３款繰入金が２３５

万１，０００円となっております。 

 続きまして、１４２ページの第４表、歳出決算額の状況をご覧ください。 

 歳出決算額は、１款事業費が１,９７１万６，０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

澤上委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

 ４１ページから４５ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  主要施策の成果の１４２ページのところでお伺いをしたいと思います。 

 奨学生の貸付状況が第５表のところで出ています。私は、これまで奨学金を頂

いて大卒し、そしてまた就職して退職した方から話を伺いましたけれども、非常

にこの奨学金のおかげで自分は今現在こういういい経験をして生活をしている

という話を聞きましたけれども、これまでの受給者、そしてまた現在の受給者、

私は三沢を見ればいろんな冊子を作っているのですけれども、やはり奨学金を受

給した方の体験とか感謝の部分とかというのを小冊子にまとめてみるのを、これ

までの年数がたっていますから、やはりそういうのがあって奨学金はこういう形

でいろんな意味で感謝をされているという、事業効果があるんだというのをまと

めて見れる１つの機会じゃないかと思うのですけれども、ここで１つだけ。 
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澤上委員長  学務課長。 

 

学務課長 

（福田輝雄君） 

 今平野委員のご意見をいただきました。今お話を聞いて、ああ、そういう形の

ＰＲの仕方もあるのかなということで思いました。どういう形でどういう段階で

きるか何とも言えないところはありますけれども、今後そういう形のものも含め

て、奨学金をもっともっとＰＲしていければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

澤上委員長  そのほかございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で、認定第３号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第３号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 次に、認定第４号、令和２年度おいらせ町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 それでは、認定第４号についてご説明いたします。 

 主要施策の成果１４３ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をご覧ください。 

 右端に記載の令和２年度決算額、歳入１０億４，４４５万１，０００円で前年

度比１．６％の減、一方、歳出は１０億３，１６５万８，０００円で前年度比１．

９％の減となっております。歳入歳出差引額は１，２７９万３,０００円となって
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おります。 

 次に、第２表、歳入決算額の状況をご覧ください。 

 歳入の主なものは、４款繰入金が６億５，２４０万１，０００円、７款町債が

２億２，２９０万円、２款使用料及び手数料１億５，０４７万７，０００円とな

っております。 

 続きまして、１４５ページ、第５表、歳出決算額の状況をご覧ください。 

 歳出の主なものは、３款公債費７億５，５４９万円、１款総務費２億９７８万

５，０００円、２款事業費が６，６３８万３，０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

澤上委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

 ５３ページから６１ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

 澤上委員。 

 

澤上 勝委員  成果を見ていますけれども、収入の決算額、若干減っています。その要因。 

 あと、この分担金、負担金ですけれども、最終的に何世帯これに加入して、世

帯数は幾らで利用率はどのぐらいあるのか、分かる範囲でご説明をお願いした

い。 

 それから、もう一つは、先般、財政管財課長のとき、監査の指摘のことで私が

質問したら、監査意見書を見ますと、やはり監査から、応分の負担である負担金

を分担金、そして使用料についてはきちんと確保しなければならない、確実に収

入を確保するよう努力していただきたいということで、監査からすばらしい指摘

がされていましたこと、改めて読みましたので、それも付け加えて報告しておき

ます。以上です。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 それでは、お答えいたします。 

 まず、最初の昨年度と比べて減少したというところですが、その要因とします

と、まず事業費について１，４２３万５，０００円ということで減額されており

ます。あと、公債費が２，１０８万４，０００円ということで主に建設事業費の
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ところで減額になったということが要因として挙げられます。 

 ２点目として、下水の処理面積の計画人口について、まずはお答えさせていた

だければと思うのですけれども、よろしいですか。そうしますと、まず公共下水

道なのですが、計画処理面積６７６．４ヘクタール、計画人口１万２，３００人

ということになります。当然この区域内の実際の整備人口ですね。令和３年３月

３１日の整備人口ということで１万４，７９３人ということで、こちらの世帯数

ではないのですが、人数として手前どもで確認しておりますので、この方たちが

この世帯の区分で負担金を取っているということになります。 

 続いて、農業集落排水ですが、計画面積が１８３ヘクタール、計画処理人口３，

２５０人に対して、整備人口が３，２５０人ということで、人数の回答にはなり

ますが、そういった形の人口ということになります。 

 

澤上委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  今ちょっと分かりにくい説明にしか私には聞こえなかったのですけれども、事

業費は減ったということは収入ですか。事業費という科目はないような気がする

けれども、収入の中にですね。４７ページを見ますと。 

 まずそれが１点と、あと簡単に言えば、何世帯下水道の対象世帯があって、利

用している利用率の世帯が幾らあるかという、そのパーセントをお聞きしたいの

で、平米とか何平米でなく、そういう表現は出ていると思いますので、よろしく

お願いします。 

 あと、農業については多分次のほうに行くと思いますよ。５号のほうに。そっ

ちのほうはまだいいですから。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 回答のほうまとめてもらって、大変失礼いたしました。 

 まず、主要施策のところ、１４５ページのところをご覧いただきたいと思うの

ですが、一番上に第５表があります。それの中に各項目、総務費から事業費、公

債費、災害復旧費ということで、その右隣に令和２年度、その右隣に令和元年度

ということで、昨年度と比較した表がございます。一番右側に増減ということに

なっておりますが、そこの事業費ですね。この事業費イコール職員の給与とか、

通常経常かかるもの以外の、例えば下水道の更新工事とか……。（「収入を言って

いる」の声あり）失礼いたしました。 

 そうすれば、１４３ページの第２表のところで、歳入のところの増減額。こち
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らのほう、一番大きな額としますと、繰入金ということで昨年度と比較して増減

が１，９８１万５，０００円ということになっておりますので、この繰入金です

から、一般会計からの繰入金が単純に多くなったということであります。減った

ことになります。ここが減少したということになります。 

 続きまして、世帯数ですけれども、公共下水道につきましては、全部で４，６

７７件の水洗化、世帯数ということで、処理区域内、世帯数が４，７５３件ござ

いますので、率としますと９８．４％の率ということになります。公共だけでい

いですね。以上になります。 

 

澤上委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  再度確認します。１４３ページ、歳入の決算額の中で、確かに繰入金は本会計

からの繰入れですから、これは調整しながらの金額でありますけれども、その中

で分担金及び負担金が減っているわけですよね。その要因。 

 それから、今びっくりしましたけれども、利用率は本当に９８．３％なのです

か。あと、未加入の方は幾らもないという計算になるけれども、それで正確でな

いような気がするけれども、そこを再度お願いします。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 分担金、負担金の減少の要因としますと、これまで考えられるとするならば、

分担金、負担金について４年間で８期でお支払いいただくこととしております

が、それの世帯数が減ってきたということが要因として考えられるのかなと思っ

ておりました。 

 続いて、先ほどの公共の世帯数、実際使っている世帯数につきましては、先ほ

どはちょっと面積でお知らせしましたが、人数でお知らせしましたが、公共の下

水道、今実際６７６．４……。先ほどのは失礼しました、６７４ヘクタール、全

体として賦課しなければならないということに対しまして、実際つないで賦課が

かかっているのが６１５．４４ヘクタールということになりますので、率としま

すと９１％ということで、大変失礼いたしました。 

 

澤上 勝委員  委員長、１回いがべ。答え方がおかしかったからよ、多分。答え方が。 

 

澤上委員長  では、今の答弁に対しての。 
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澤上 勝委員  今町長さんも助言しているみたいですけれども、世帯数なわけですよね。世帯

数が幾らあって、利用の世帯が幾らあるか。最後に俺が聞きたいのは、余力もど

のぐらいあるのか。そこなのです。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 大変たびたび失礼します。世帯数につきましては、今現在、手持ちの資料がご

ざいませんので、確認して後刻報告します。大変申し訳ございません。 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で、認定第４号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第４号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 次に、認定第５号、令和２年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 それでは、認定第５号についてご説明いたします。 

 主要施策の成果１４７ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をご覧ください。 

 右端に記載の令和２年度決算額ですが、歳入は１億２，４７５万４，０００円

で前年度比１４.４％の減、一方、歳出は１億２，１４１万９，０００円で前年度
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比１４.９％の減となっております。歳入歳出差引額は３３３万５，０００円とな

っております。 

 次に、第２表、歳入決算額の状況をご覧ください。 

 歳入の主なものは、５款繰入金が６，４３９万７，０００円、２款使用料及び

手数料２，９５５万８，０００円、８款町債が２，７５０万円となっております。 

 続きまして、１４９ページ、第５表、歳出決算額の状況をご覧ください。 

 歳出の主なものは、３款公債費が７，４８２万７，０００円、１款総務費が３，

６５６万７，０００円、２款事業費が１，００２万５，０００円となっておりま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 

澤上委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

 ６９ページから７７ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

 澤上委員。 

 

澤上 勝委員  ２番澤上。２点のみ確認を含めてお聞きをします。 

 農業集落排水１００％の利用率で余地がないと聞いておりますけれども、今も

そのとおり推移しているのか、１点。 

 それから、設備がある程度、耐用年数を超えるということも聞いていますけれ

ども、これからどのぐらいその機能がもつのか、分かる範囲でいいですからお答

えをお願いします。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 お答えいたします。 

 １点目の１００％、これ以上つながないかということのご質問に対しては、こ

れ以上つながないということになります。 

 ２点目の農業集落排水施設、それの耐用年数、その後の今は大丈夫かというこ

とのお話ですが、今年度、耐用年数が経過したものですから、実施設計を行いま

す。工事につきましては、来年度、再来年度、２か年かけて現在の機能をそのま

ま強化するという形の内容で進めるところであります。以上です。 
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澤上委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  今、簡単に言えば更新するという解釈でよろしいかと思いますけれども、金額

的に概算でもし分かる範囲があったら教えていただきたいし、それでさらに更新

した場合、容量が増えるのか増えないのかも、もし付け加えて、説明をお願いし

たいし、もし更新した場合、これから２９年なり３０年もつのか。その辺の答弁

を、答えられたらお願いします。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 お答えいたします。 

 まず、１点目の概算額ですが、現在の見込額ですが、約１億７，０００から８，

０００万円程度かなということで考えております。内容としますと、施設の内部

の電気機器の更新ということになります。 

 続いて、容量については、その更新に伴って容量を増やすとかそういうのはな

くて、今現在のものの容量ということになります。 

 ３点目、更新後もどれくらいできるか、もつかということのお話につきまして

は、今回、中身を結構電気系統改修しますので、今後、耐用年数くらいはもたせ

ることができるのかなということで考えております。以上です。 

 

澤上委員長  澤上委員。 

 

澤上 勝委員  あと、最後に農業集落排水、これは北部中心であります。あと、北部には農業

集落以上の多分世帯があり、合併槽のみしか使えない現状でありますけれども、

その辺の下水道の見通し、青写真、将来性をどう考えているのか、その辺をご説

明いただきます。 

 

澤上委員長  地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 それでは、お答えします。 

 今後の北部地区の下水道はどうなるのかということのご質問でしたが、今ここ

今回、来年、再来年で更新工事をするわけですが、その先５年の間は、今の現状

を維持するという形になるかと思います。ただ、昨年度から青森県が主体となっ

て、下水道のそういった市町村をまたぐ下水道の在り方と申しますか、そういう
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ことについて長期的に、現在では県が主体となって今後検討を進めていきたいと

いうことでありますので、そこのところの検討結果がもう一度ありましたら、機

会がありましたら、委員会等でご報告したいと思います。以上です。 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で、認定第５号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第５号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 次に、認定第６号、令和２年度おいらせ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 それでは、認定第６号についてご説明いたします。 

 主要施策の成果１５１ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をご覧ください。 

 右端に記載の令和２年度決算額ですが、歳入は２３億２，２１５万９，０００

円で前年度比４.５％の増、一方、歳出は２２億２，８４９万６，０００円で前年

度比２．７％の増となっております。歳入歳出差引額は９，３６６万３，０００

円となっております。 

 次に、第２表、歳入決算額の状況をご覧ください。 

 歳入の主なものは、４款支払基金交付金５億５，９５８万２,０００円、１款保

険料が５億７９６万１，０００円、３款国庫支出金が４億８，７５７万９，００
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０円となっております。 

 続きまして、１５２ページの第３表、歳出決算額の状況をご覧ください。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費が２０億５４２万９，０００円、１款総務

費が１億２，０３７万６,０００円、３款地域支援事業費６，２３４万９，０００

円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

澤上委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

 ８５ページから１１３ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

 馬場委員。 

 

馬場正治委員  ３番馬場正治です。８５ページの歳入の１款保険料１目介護保険料についてで

すけれども、補正予算額が２１７万８，０００円、これは当初予算に対してでご

ざいます。そして、収入済額、これは実際に納めてもらった金額が５億７９６万

円です。不納欠損が２３１万何がし。収入未済額、払ってもらえなかった金額と

いうことですけれども、６８３万何がしと記載されています。この中で不納欠損

について時効年限並びに時効延長の有無、それからいわゆる滞納対策としてどの

ような対策をされたのかお聞きします。 

 次に、９７ページの歳出のところでございます。２款保険給付費、ここにも当

初予算額と補正予算額、補正予算額というのは使わなかったので返す金額です

ね。予算を取ったけれども使わなかったということで３，１５０万円計上してい

ます。それで、合計で予算現額としては２０億８，４３０万円ということで記載

されています。そして、支出済額、実際に利用者に払った金額が２０億５４２万

９，０００何がし。そして、不用額としては７，８８７万円という数字が計上さ

れていますけれども、私の計算上は、この収入保険料と歳出、支払った保険料、

この補正予算額を差引きしますと、差引き２，９３２万２，０００円を節約した

という数字が出たわけですけれども、これに間違いないかどうかお答えいただき

たいと思います。 

 

澤上委員長  税務課長。 
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税務課長 

（久保田優治君） 

 それでは、馬場委員にお答えします。 

 まず、不納欠損のところの時効の年限の確認かなと思いましたので、保険料で

ありますので、基本的には２年になりますが、滞納対策等で時効停止処分等を行

って、なるべく前のやつも取るようには頑張っているつもりでございます。 

 それで、必要な滞納対策ということで、一般会計のほうとも協調してやってお

りますので、何の会計は特別ということはないのですが、町で収納対策会議とい

うものを設けまして、その中の一環で夜間徴収、一斉徴収とか、夜間臨戸訪問等

で作戦、一般的な督促、催告のほかにですけれども、そういうものもやっている

し、夜間・休日の納税相談に応じて、１回２回で返せない方については分納の相

談というのをやりながら、少しずつでも返してもらうような対策を取っておりま

す。以上でございます。 

 

澤上委員長  介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 保険給付費の執行についてお答えをいたします。 

 保険料と不用額の８，７００万円を差し引いて節約というお話がありました

が、そういうことではなくて、保険給付費につきましては、次年度の当初予算編

成の時点で、これまでの給付の推移等を見まして予算要求をして、予算計上して

いるところでございます。年度末に来て執行見込額を精査をしまして、補正予算

において３，７８０万円を減額しているということになります。 

 保険給付費につきましては、大体月１億７，０００万円程度支払いがあります

ので、支払いできないようにならないために若干多めに予算を取っておりまし

て、不用額としては７，８００万円程度が出たということになります。以上です。 

 

澤上委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  時効が２年、それでできるだけ払っていただけるように時効を延長したり、そ

の納められなかった方と話し合ったりして、じゃあいつ頃納めていただけるので

すか、何回に分けてほしいのですかという話合いをしていると。非常に結構なこ

とだと思いますけれども、言葉遣いが、私たちは町民の代表として今ここにいる

わけですので、町民に対して、取る取らないという表現は適切ではないと私は思

いますので、いかがでしょうね。その点が１つ。 

 それと、滞納対策でございますけれども、八戸市の場合は、およそ人口２３万

５，０００、おいらせ町は２万５，０００として、大ざっぱに１０倍の人口があ

りますが、収納課は約４０名です。体制としてですね。その１０分の１がおいら
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せ町で財務の仕事をするとすれば、４０名の１０分の１ですから４名ということ

になるわけですけれども、八戸市では１人当たり２，０００世帯ほど、地区別に

担当者を決めております。これは滞納者だけではなくてですよ。２，０００世帯

ほど（聴取不能）が担当をして、納めていただけなかった方に連絡をして、出向

くなり窓口においでいただくなりして、お支払いをお願いしている、そういう実

態です。八戸市の場合はですよ。 

 それがおいらせ町の場合は、税務課の職員が何人いらっしゃるかお答えいただ

きますけれども、割合にすれば八戸の人口は、ほぼ１０分の１なので四、五名か

なとは想像しますけれども、この点いかがかなと。 

 あと、昨年の滞納対策はお聞きしましたけれども、今後の将来的な滞納対策を

どのように考えておられるのか、それもお聞きいたします。 

 それから、節約した金額、そうではないですよというお答えでしたけれども、

私の計算の式は、実際に払った予算に対しての補正額、これが３，１５０万円で

すね。それで、歳入は、実際に頂いた金額の中で、当初予算額のうち不用になっ

たとして補正でマイナス計上した２１７万８，０００円を差し引いたわけです

よ。その答えが２，９３０万２，０００円になるのですけれども、違うかどうか、

もう一度お聞きいたします。ひょっとすれば、この私の式の中で、この２１７万

８，０００円という補正予算額は、当初予算に対してではなく、収入済額に対し

てですよということなのかもしれませんけれども、そのことをお聞きしたいと思

います。以上です。 

 

澤上委員長  税務課長。 

 

税務課長 

（久保田優治君） 

 お答えします。 

 すみません、先ほどの答弁の中で取る取らないという表現が適切でなかったと

思いますので、改めて納付いただくという言葉で訂正させていただきます。申し

訳ありません。 

 あと、そうすれば八戸市の収納は４０名体制であるが、１０分の１の人口のお

いらせ町は何名かということでいくと、委員お見込みのとおり４名体制でやって

おりまして、地区ごとの担当とかではなくて係ごとに、例えば督促状を発送する

係とか、差押えとか収納の部分である係とかということで、業務ごとに分担して

の４名、補佐を入れまして４名体制でやっております。 

 それから、現在の滞納対策のほか、今後の対策ということでございますけれど

も、まず安定的に納付いただくということでいくと、やはりうちのほうが弱いの

が、口座振替の件数が少ないと言われているので、今後伸ばしていくような方策
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を取っていければなということで考えております。 

 それから、今はコロナでなかなか外にも遠出はできないのですけれども、昨日

来、どこまでも取りに行っているという事例もあるという話とか、あと差押えの

関係とかでも、他市町村ではオークションとかやって、一時やっていたところも

あると聞いていますが、現在はその辺はあまりやっている自治体がないのですけ

れども、現在、上十三の税務課長の連絡会議みたいなのを設けておりまして、そ

れぞれの、十和田市、三沢市さんも含めた収納の実態等の情報交換をしています

ので、その中から新しいやり方とか合理的な方法があれば見出して、うちのほう

もチャレンジしてみたいなという検討はしていきたいと考えております。以上で

す。 

 

澤上委員長  介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 節約の話ですけれども、まず保険給付費全体の、先ほど予算計上の話をしまし

たが、保険給付費の財源の内訳についてご説明をいたします。保険料を払ってい

るのが５０％でありまして、そのうち４０歳から６４歳までの第２号被保険者に

つきましては２７％、６５歳以上の方に関しましては２３％の率で負担をするこ

とになります。残りの５０％については公費の負担ということで、国が２５％、

それから県が１２．５％、町が１２．５％という財源の内訳になりますので、先

ほどの２１７万円の保険料と補正額の三千幾らというところの節約の、そういう

説明ではなくて、いろんな財源が入ってこうなっているということになります。

以上です。 

 

澤上委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  ありがとうございます。まず、節約という問題に対しての説明ですけれども、

私が申し上げているのは、財源別とか財源は関係なく、町の金とか国の金は、私

どもはどうでもいいんですよ。できるだけ町のお金を使うのが少ないほうがいい

わけですけれども、要はこの介護給付費の全ての合計がこの金額かですね。そう

いう考え方で私は計算をしましたけれども、間違いなのかどうか。これ最後、３

回目ですので。 

 それから、今後の滞納防止策として課長から詳しい説明をいただきました。当

町の税務課は４名で、いわゆる収納課ですね、税務課、収納作業をやっていると

いうことですけれども、おいらせ町の世帯数はおよそ９，０００世帯です。そう

すると、八戸市は２，０００世帯を１人で担当しているわけですから、四二が八
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と、８，０００世帯を見ればいいわけですけれども、それよりも世帯数が多いお

いらせ町は、したがって税務課の職員を１人ぐらい増員すべきです。町長に後ほ

ど答弁を求めたいと思いますけれども、そのことと、実は今全国的に、青森県内

もそうですけれども、滞納対策として脚光を浴びているエンディングノートとい

うものがあります。 

 実はこれは非常に効果があるわけですよ。自治体が全世帯に配布して保存版で

す。その中にはね、介護状態にならないためにはどうすればいい、こうすればい

いですよ、それで万一介護状態になった場合はこうしてください、こうしてくだ

さい、万一、最悪に亡くなったらこういう方法が、お葬式とかね、そこまで親切

に書いてあるんですね。それで、これについては職員の方もご存じだと思います

けれども、私が申し上げたのはね、もし……。 

 

澤上委員長  馬場委員、すみません、もう少し短めに。 

 

馬場正治委員  短くしているから。頭のほうは。いや、思い切り短くしているんだよ、私。何

分しゃべれるの、じゃあ。委員長。具体的に。 

 

澤上委員長  いや、何分とかではなくて、相手にきちんとその聞きたい趣旨が伝わっている

かどうかということなんですよ。 

 

馬場正治委員  じゃあ伝わっていないかどうか聞いてください。 

 

澤上委員長  いや、前回もそういう感じで回答が違う……。 

 

馬場正治委員  了解です。早く終わりますので。 

 このエンディングノートのタイトル、ネーミングに私は違和感を覚えているん

ですよ。エンディングというのは最期ですよね。終わるとか終わらせる。（「そう

いう質問は関係ない」の声あり）介護対策ですから。（「本質からずれている」の

声あり）ずれていない。介護予防対策について私は、３回目ですからね、答弁を

求めているわけですよ。（「決算だから」の声あり） 

 

澤上委員長  よろしいですか。 

 

馬場正治委員  いや、短く終わらせますよ。ぜひね、もし将来的においらせ町がこのエンディ

ングノートたるものを採用する考えがあるとしたら、ぜひこのタイトルあるいは
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ネーミングをもっと明るい、いわゆる旅立ちをイメージするようなテーマ、タイ

トル、ネーミングにしていただきたいと申し上げて、３回目の質問にします。答

弁をお願いします。 

 

澤上委員長  介護福祉課長。（「答弁短めにお願いします」の声あり） 

 

介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 先ほどの節約の話ですけれども、保険料のマイナスのその２１７万８，０００

円の補正予算、それから給付費の３，１５０万円の減額、一切予算計上上の問題

でありまして、節約とはちょっと違うのかなと思います。 

 あと、エンディングノートの話がありましたが、今作成中でありまして、全世

帯ということではありませんが、介護になるような方に配布をして使っていただ

きたいなと思っておりまして、ネーミングについてはちょっと今資料がないので

お答えできませんけれども、今作成中です。以上です。 

 

澤上委員長  税務課長。 

 

税務課長 

（久保田優治君） 

 馬場委員の温かい心というか、ありがとうございます。うちは約９，０００世

帯に対しての１人当たり約２，２５０人、その計算でいけばなるのかなと思いま

すれば、増員に関しては私からは言えませんけれども、そういう仕事をしている

んだよと、八戸よりは２５％増しの仕事をしているんだよというのは職員に伝え

て、これからの励みにしたいと思います。ありがとうございます。 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

 

馬場正治委員  町長ないの。町長の考えはないの。町長にも考えをお聞きしますと私言いまし

たよ、３回目。 

 

澤上委員長  町長。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 後で改めて聞くと言ったので……。 

 

馬場正治委員  いや、後でではないよ。 

 

町長 

（成田 隆君） 

 そう聞こえました。まずもって八戸市はどうやっているか分かりませんけれど

も、我が町は八戸市の１０分の１ですが、順調に賦課あるいは収納をこなしてい
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ると思って、改めて担当課からも要望もないし、今のままでいいんじゃないかな

と思っております。以上です。 

 

澤上委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で、認定第６号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第６号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 ここで、暫時休憩します。１４時４５分まで。 

 （休憩 午後２時２９分） 

澤上委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （再開 午後２時４５分） 

澤上委員長  ここで、地域整備課長より澤上委員の質疑について答弁漏れがあり、答弁した

いとの申入れがありましたので、これを許します。 

 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 まず、先ほどの澤上委員のご質問に対しまして答弁漏れがありましたので、大

変おわび申し上げます。 

 それでは、ご質問でしたが、公共下水道区域内の世帯数に対する賦課している

世帯数ということだったと思いますが、その公共下水道区域内の世帯数自体が大

変申し訳ありませんが、今時点で押さえた数字がございません。ですので、区域

内に賦課している世帯数は４，７５３戸ということになります。 

 この区域内の戸数につきましては、当課でも調査して後ほどでもお知らせした

いと思いますので、よろしくお願いします。大変申し訳ございませんでした。 
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澤上委員長  次に、認定第７号、令和２年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 それでは、認定第７号についてご説明いたします。 

 主要施策の成果１５６ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、決算規模及び収支の推移をご覧ください。 

 右端に記載の令和２年度決算額ですが、歳入は２億２，６５５万７，０００円で

前年度比１２.５％の増、一方、歳出は２億２，１８２万８，０００円で１３.

０％の増となっております。歳入歳出差引額は４７２万９，０００円となってお

ります。 

 次に、第２表、歳入決算額の状況をご覧ください。 

 歳入の主なものは、１款後期高齢者医療保険料が１億４，７１４万５，０００

円、３款繰入金が７，３７０万４，０００円となっております。 

 続きまして、第３表、歳出決算額の状況をご覧ください。 

 歳出の主なものは、２款後期高齢者医療広域連合納付金が２億１，８７９万

１，０００円、１款総務費が２３４万８，０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

澤上委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、決算書事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

 １２１ページから１２９ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で、認定第７号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 



－５１－ 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第７号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 次に、認定第８号、令和２年度おいらせ町病院事業会計決算認定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 会計管理者。 

 

会計管理者 

（佐々木拓仁君） 

 それでは、認定第８号についてご説明いたします。 

 主要施策の成果１５９ページをご覧ください。 

 まず、決算規模でございます。 

 第１表、収益的収入及び支出の決算規模をご覧ください。 

 右端に記載の令和２年度決算額ですが、事業収益は９億２，００６万８，００

０円で前年度比５．２％の増、一方、事業費用は９億７，５１８万９，０００円

で５．９％の増となっております。純利益はマイナス５，５１２万１，０００円

となっております。 

 次に、第２表、事業収益決算額の状況をご覧ください。 

 収入の主なものは、１款医業収益が７億７，４１８万３，０００円、２款医業

外収益が１億２，２６６万４,０００円となっております。 

 続きまして、第３表、事業費用決算額の状況をご覧ください。 

 支出の主なものは、１款医業費用が９億１，８８５万５，０００円、２款医業

外費用が３，４６３万４，０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

澤上委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は、決算報告書により行います。 

 収入支出一括して質疑を行います。 

 １３１ページから１６０ページまでとなります。 

 質疑ありませんか。 

 松林委員。 
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松林義光委員  主要施策の１６０ページですけれども、これは未収金ありますよね。これ、１

億２，３００万円余り、これは令和２年度末の金額なのか。令和２年度の金額な

のか。そこをまず１点。 

 この未収金には、ちょっと分かりませんけれども、時効があるのかどうかお伺

いします。 

 それから、決算の１６０ページ、企業債、明細書を見ておりますが、これ、ち

ょっと分かりませんけれども、前にも聞いたのかなとは思っていますけれども、

これはみちのく銀行、全てがみちのく銀行であります。なぜ全部がみちのく銀行

なのか。みちのく銀行でなければなぜ駄目なのかお伺いいたします。 

 

澤上委員長  病院事務長。 

 

病院事務長 

（田中貴重君） 

 それでは、松林委員の質問にお答えします。 

 １６０ページの未収金の状況の部分でございます。実は、この未収金の部分に

ついては企業会計でございます。要は、病院は保険請求を行って、国保連等から

２か月遅れで歳入が入ってくるということでございますので、令和２年度の２

月、３月分の収入がこの時点ではまだ入ってきていなかったということでご理解

いただければなと思っております。 

 また、その中に不納欠損等はあるのかということでございますけれども、不納

欠損というか、（「未収金ないべ」の声あり）時効があるのかということでござい

ますけれども、この部分についてはございません。以上です。（「もう１つ、銀行」

の声あり） 

 すみません、答弁漏れがありました。本資料の１６０ページの企業債の借入金

でございますけれども、事業を起こす際の借入れなのですけれども、こちらはみ

ちのく銀行にこだわっていることではありませんで、あくまでも入札で決まった

業者がみちのく銀行だということでございます。以上です。（「企業債、もう一度」

の声あり） 

 事業を起こす際に発行する借金でございますけれども、それについては入札で

決めて、その結果、みちのく銀行であるということで、決してみちのく銀行に絞

って借入れを起こしているわけではございませんので、ご理解いただきたいと思

います。以上です。 

 

澤上委員長  松林委員。 

 

松林義光委員  １６０ページ、私の勉強不足です。請求してから２か月遅れでお金が入ってく
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るということですので、分かりました。 

 それから、この企業債の、入札で行っていると。おいらせ町には信用金庫、青

い森があります。それで、旧百石町には青銀があります。県信用があります。そ

れで、ないのがみちのく銀行であります。誠に私の気持ちでいくと、純粋に残念

だと、こう思っております。答弁はいいです。終わります。 

 

澤上委員長  そのほかございませんか。 

 平野委員。 

 

平野敏彦委員  １点だけお伺いいたします。主要施策の成果の１５９ページですけれども、収

益的収入及び支出の決算規模からいきますと、この前、事務長３年連続と言った

のですけれども、５年連続マイナス計上になっています。この前、新聞では三沢

市民病院は黒字ということで載っていて、あれ、どういう形で黒字になったのだ

ろうと疑問を感じて、電話で確認してみました。そうしたら、繰り出し基準以外

に市が一般会計から財源を補塡して、１億幾ら補塡して黒字にしたということ

で、ああ、なるほどと。 

 やはり企業会計で赤字、赤字というと、どうもイメージ的にもよくないという

のも、市長が変わったせいもあるかも分かりませんけれども、そういう処理をし

ていると。連続、連続ということであれば、町民の意識も、何かこう、経営状態

が悪化しているんじゃないかという捉え方もされると思いますし、八戸市民病院

も黒字になっています。 

 そういう意味では、当町にあっても、繰り出し基準に基づいて出しているわけ

ですけれども、このまま１回ぐらいは、今年の計算見込みですと、事務長はいけ

るんじゃないかということですけれども、１回ぐらいは黒字決算になるように一

般会計の、町長も補塡して町民の受けもいいような形で判断していただくように

お願いして終わります。答弁は要りません。 

 

澤上委員長  そのほかございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  なしと認め、収入支出全般についての質疑を終わります。 

 以上で、認定第８号の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 



－５４－ 

澤上委員長  なしと認め、討論を終わります。 

 本案は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

澤上委員長  異議なしと認めます。 

 よって、認定第８号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 以上で、決算特別委員会に付託されました認定第１号から認定第８号までの８

認定議案の審査は全て終了いたしました。 

 これで会議を閉じます。 

 一言お礼申し上げます。 

 決算特別委員会に付託された議案の審査と議事進行につきましては、委員各位

のご協力によりまして、無事終えることができました。心からお礼申し上げます。

ありがとうございました。 

 以上をもちまして、決算特別委員会を閉会いたします。 

 

 （閉会時刻 午後２時５８分） 

 

事務局長 

（赤坂千敏君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 

 



－５５－ 
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